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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  生体の内部で生じた生体情報を検出するために当該生体の内部に導入される検出装置と
、前記生体の外部において生体内の検出装置と通信を行って当該検出装置により検出され
た生体情報を取得して処理する処理装置とを具備する生体情報処理システムにおいて、
  前記検出装置の本体内には、生体の外部に向けて波長範囲が近赤外域の６５０ｎｍ～１
２００ｎｍに含まれる周波数のコヒーレント光を発する投光部と、検出された生体情報を
含む光信号を前記投光部に送出させる制御部とが収容されており、
  前記処理装置には、前記検出装置からの光信号を検出するための手段として、受光の対
象をコヒーレント光に絞り込む第１の光学フィルタと、前記投光部からの光に適合する周
波数帯域の光に受光の対象を絞り込む第２の光学フィルタとを含むフィルタリング手段と
、フィルタリング手段を通過した光を受光し、その受光量を示す信号を強度を高めて出力
する自己増幅機能を有する受光素子とを具備する光検出器が設けられる、
ことを特徴とする生体情報処理システム。
【請求項２】
  前記検出装置の投光部には、波長範囲が近赤外域の６５０ｎｍ～１２００ｎｍに含まれ
る周波数のコヒーレント光を発する発光素子を含むパッケージ部品と、このパッケージ部
品に一端部が取り付けられ、他端部が開放された可撓性を有する導光管とが含まれており
、
  前記導光管の開放側の端部はパッケージ部品に取り付けられた端部よりも重量が大きく
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なっており、
  前記処理装置は、近赤外域の光を通過させることが可能な支持台を備え、この支持台上
に支持された生体内の前記検出装置から出て地表へと向かう光を受け入れ可能な場所に前
記光検出器が配備される、請求項１に記載された生体情報処理システム。
【請求項３】
  前記検出装置は前記生体の内部での移動が可能であり、
  前記処理装置には、前記支持台の支持面より下方位置において、前記光検出部を当該支
持面に沿って移動可能に支持するステージ部が含まれる、請求項２に記載された生体情報
処理システム。
【請求項４】
  前記検出装置は、生体の消化器の内部を撮影するための撮像部を有するカプセル内視鏡
である、請求項１～３のいずれかに記載された生体情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体の内部で生じた生体情報を検出して、検出された生体情報を含む信号を
生体の外へと伝送し、伝送された信号から生体情報を取得して解析等の目的のために処理
する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体情報を検出する目的で人体の内部に導入される微小な検出装置の代表的なものとし
て、カプセル内視鏡が知られている。従来のカプセル内視鏡は、レンズ，照明用のＬＥＤ
，撮像素子などを含む撮像部、映像信号の処理回路、アンテナコイルを含む無線通信用の
回路、バッテリーなどがカプセル内に組み込まれた構成のもので、蠕動運動によって食道
から胃、さらに小腸へと移動しながら撮影を行って複数枚の静止画像を生成した後に、便
と共に排出される。毎時の画像は無線通信によって生体外の処理装置に伝送された後に、
医師による読影の対象として、パーソナルコンピュータなどのモニタに表示される（たと
えば特許文献１を参照。）。
【０００３】
　また、この種のカプセル内視鏡に関して、特許文献２には、カプセルの内部に赤外線発
光素子を導入すると共に、人体の外部に２つのカメラを設けて赤外線発光素子からの光を
各カメラに受光させ、各カメラによる画像を用いた三角測量によってカプセルの位置を示
す３次元データを求めることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－６８４８８号公報
【特許文献２】特開２００５－３０４９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　カプセル内視鏡による検査を普及させるには、検査の精度を向上して長時間の使用を可
能にすること、カプセル内視鏡を量産できるようにしてコストを下げること、飲み込みや
すいようにカプセルを小型にすることなどの課題を解決する必要がある。
【０００６】
　カプセル内視鏡による検査の精度を向上するには、高画質の画像を高速で伝送する必要
がある。しかし、無線通信に用いられる電波は水分に吸収されやすく、人体を構成する物
質の約６０％を占める水分によって電波が減衰されてしまうため、通信速度を向上するの
は困難で、送信対象の画像のデータ容量も落とさざるを得ない。電波の減衰を防ぐには、
水分に吸収されにくい周波数域の電波を選択する必要があるが、電波法の規制によって利
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用可能な周波数域が制限されるため、そのような選択も困難である。
【０００７】
　また、無線通信には、高性能の水晶発振器、変調回路、アンテナコイルなどが必要とな
るため、回路が大がかりになる。また十分な強度の電波を送出するとなると、消費電力も
大きくなるため、バッテリーの大型化を招く。これらは、カプセルの小型化や計測時間の
延長を妨げる要因となる。
【０００８】
　また、カプセル内視鏡は、人体内で使用されるため、動作の信頼性を確保する必要があ
るが、回路構成が複雑になるほど、信頼性を確保するのは困難になる。無線通信用の回路
は部品点数が多く、構成も複雑になるため、信頼性が確保された製品を完成させるまでに
多大な労力がかかる。このため、品質の良いカプセル内視鏡を低コストで提供するのは非
常に困難である。
【０００９】
　電波を除く非接触通信の手段としては光通信が考えられる。大半の光は水やヘモグロビ
ンに吸収されてしまうが、近赤外域（６５０ｎｍ～１２００ｎｍあたりの周波数帯域）の
光は、水にもヘモグロビンにも吸収されにくく、生体組織における透過率が高いことが知
られている。したがって、この近赤外域の光による通信であれば、生体内で大きな減衰は
生じないと思われるので、送信データの容量を増やしたり、送信速度を早めることが可能
になる。また光通信のための回路は、発光素子やその駆動回路を主要構成とするもので、
無線通信用の回路に比べるとはるかにシンプルであり、回路の信頼性を確保する作業も比
較的容易である。この点や消費電力を抑えてバッテリを小型化できる点によれば、カプセ
ルの小型化や低コスト化を実現することができる。
【００１０】
　しかし、生体外には、被検者自身の身体の表面での黒体放射による赤外線光や周囲環境
中の赤外線光などが存在し、これらが大きなノイズ要因となる。また生体への影響を考え
ると、カプセルから出る光を強くするのは望ましくないため、生体の外に出た光を受光し
た後に強度を高める必要がある。しかし、一般的な半導体アンプにより受光量信号を増幅
すると、アンプが有するノイズ成分が強調されて光信号がノイズ成分に埋もれてしまうお
それがある。
【００１１】
　本発明は上記の問題に着目してなされたもので、生体の内部で検出された生体情報を近
赤外域の光による光信号として送出し、これを十分な強さでＳ／Ｎ比の良い信号として取
得して、生体情報を着実に復元できるようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明が適用される生体情報処理システムは、生体の内部で生じた生体情報を検出する
ために当該生体の内部に導入される検出装置と、生体の外部において生体内の検出装置と
通信を行って当該検出装置により検出された生体情報を取得して処理する処理装置とを具
備する。
【００１３】
　 前記検出装置の本体内には、生体の外部に向けて波長範囲が近赤外域の６５０ｎｍ～
１２００ｎｍに含まれる周波数のコヒーレント光を発する投光部と、検出された生体情報
を含む光信号を前記投光部に送出させる制御部とが収容される。
  前記処理装置には、前記検出装置からの光信号を検出するための手段として、受光の対
象をコヒーレント光に絞り込む第１の光学フィルタと、前記投光部からの光に適合する周
波数帯域の光に受光の対象を絞り込む第２の光学フィルタとを含むフィルタリング手段と
、フィルタリング手段を通過した光を受光し、その受光量を示す信号を強度を高めて出力
する自己増幅機能を有する受光素子とを具備する光検出器が設けられる。
【００１４】
　検出装置の投光部から近赤外域のコヒーレント光を投光するには、光源として近赤外光
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を発するレーザダイオードまたはＬＥＤを投光部に組み込む必要がある。これらの発光素
子からの光は周波数帯域が狭く、位相の揃ったコヒーレント光となるが、人体の表面から
の黒体放射による近赤外光や環境中の近赤外光は、周波数や位相が様々にばらついた光と
なる。
　本発明では、上記の点を考慮して、投光部からの光に適合しない周波数帯域の光や非コ
ヒーレント光をフィルタリング手段により取り除くようにしたので、ノイズ光が高い確度
で取り除かれた光を受光素子に導くことができる。
【００１５】
　また、本発明では、上記のフィルタリング手段を通過した光を自己増幅機能を有する受
光素子（アバランシェフォトダイオードや光電子増倍管など）により受け入れて、受光量
を示す信号の強度を受光量素子内で高めて出力するので、ノイズを混入させることなく受
光量信号の強度を高めることができる。
　上記のフィルタリング手段および受光素子によって、検出装置からの光信号を十分に強
度が高められたＳ／Ｎ比の少ない信号として検出することができるので、元の生体情報を
支障なく復元することが可能になる。
【００１６】
　上記システムの一実施形態では、検出装置の投光部には、波長範囲が近赤外域の６５０
ｎｍ～１２００ｎｍに含まれる周波数のコヒーレント光を発する発光素子を含むパッケー
ジ部品と、このパッケージ部品に一端部が取り付けられ、他端部の端面が開放された可撓
性を有する導光管とが含まれる。この導光管の開放側の端部はパッケージ部品に取り付け
られた端部よりも重量が大きくなっている。また処理装置は、近赤外域の光を通過させる
ことが可能な支持台を備え、この支持台上に支持された生体内の前記検出装置から出て地
表へと向かう光を受け入れ可能な場所に前記検出器が配備される。 
【００１７】
　上記の実施形態は、支持台上に生体が支持された状態として、この生体内の検出装置か
ら出た光を生体より下方に位置する検出器により受光するものである。検出装置内の投光
部では、発光素子から出た光が導光管の一端面から導光管内に入った後に他方の開放端面
から出射されるが、導光管の開放側の端部の重みの作用によって光ファイバの開放端面を
地表に向けることができる。よって、検出装置が生体内である程度傾いても、光ファイバ
の開放端面から地表へと向かう光を出射することができるので、その光を光検出器に安定
して入光させることが可能になる。
【００１８】
　さらに上記の実施形態において、生体の内部での移動が可能な検出装置が導入される場
合には、信号処理装置には、前記支持台の支持面より下方位置において、光検出部を当該
支持面に沿って移動可能に支持するステージ部を含めることができる。このステージ部に
よれば、生体内における検出装置の移動に追随させて光検出部を移動させることができる
ので、広範囲にわたって生体情報を安定して取得することが可能になる。
【００１９】
　本願発明における検出装置の一例は、生体の消化器の内部を撮影するための撮像部を有
するカプセル内視鏡であるが、このような移動するタイプの検出装置に限らず、生体内の
所定箇所に固定されるタイプの検出装置を導入してもよい。また、生体情報を検出する方
法は撮影に限らず、血流センサや血糖値センサなど、何らかの生体情報を検出するための
センサが組み込まれた検出装置を導入してもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、生体組織を通過する割合が高い近赤外域の光を用いて生体内で検出さ
れた生体情報を光信号に変換して生体外へと伝送し、生体外において、この光信号を大き
なノイズを混入させることなく認識できるレベルにまで増幅して、生体情報を復元するこ
とが可能である。よって、伝送可能な情報の容量を大幅に高めると共に伝送速度を短縮す
ることができるので、生体情報の解析の精度や処理速度を高めることができる。また、消
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費電力を抑え、回路構成を簡単にすることができるので、検出装置本体の小型化や低コス
ト化を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明が適用された消化器系の検査システムの構成例を示す説明図およびブロッ
ク図である。
【図２】カプセル内視鏡の構成例を示す説明図である。
【図３】カプセル内視鏡の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】検査システムの他の構成例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、カプセル内視鏡を用いた消化器系の検査システムに本発明を適用した例を、シ
ステムの概略構成を示す説明図（Ａ）とブロック図（Ｂ）とにより示す。
　この検査システムは、人体Ｍに導入されるカプセル内視鏡１と、カプセル内視鏡１から
画像データを含む信号の転送を受け付けて画像データを復元する処理装置２と、パーソナ
ルコンピュータ３とにより構成される。パーソナルコンピュータ３には、復元された画像
データを解析したり、付属のモニタ３０に画像や解析結果などを表示するためのプログラ
ムがインストールされている。
【００２３】
　詳細は後述するが、この実施例のカプセル内視鏡１は、撮影により生成された画像デー
タを、近赤外光による光信号に変換して外部に送出するように構成されている。処理装置
２には、カプセル内視鏡１からの光信号を検出するための光検出器２１と、人体Ｍを支持
するための寝台２３と、寝台２３の台部２３２の下方の空間で光検出器２１を移動可能に
支持するステージ部２２と、光検出器２１により検出された信号を処理するための制御装
置２０とが含まれる。
【００２４】
　光検出器２１では、筒型の本体内に２種類の光学フィルタＦ１，Ｆ２が上下に並べて配
備される。上方の光学フィルタＦ１はコヒーレント光を通過させる偏光フィルタであり、
下方の光学フィルタＦ２はカプセル内視鏡１の発光周波数の帯域に適合する光（たとえば
６５０～１２００ｎｍの範囲内の一部範囲）を通過させるバンドパスフィルタである。
　さらに光検出器２１には、各光学フィルタＦ１，Ｆ２を通過した光の光量を検出する手
段として、複数の受光素子の集合ＰＤ（以下、「受光素子群ＰＤ」という。）が設けられ
ている。 
【００２５】
　ステージ部２２は、回転機構を備える支持テーブル２２１や、この支持テーブル２２１
を寝台２３の幅方向（Ｘ方向）および長さ方向（Ｙ方向）に沿って移動させる移動機構２
２２を備える。
　光検出器２１は、ステージ部２２の支持テーブル２２１に固定され、移動機構２２２の
動きに応じてステージ部２２と共にＸ方向およびＹ方向に沿って移動する。また支持テー
ブル２２１の回転機構の動きによって、光検出器２１を軸回転させることもできる。
【００２６】
　図１（Ｂ）に示すように、制御装置２０には、コンピュータによる制御部２００や、パ
ーソナルコンピュータ３に対するインタフェース回路２０１のほか、光検出器２１の受光
素子群ＰＤから出力された受光量信号を処理する信号処理回路２０２、ステージ部２２を
動かすためのステージ駆動回路２０３などが設けられる。制御部２００は、信号処理回路
２０２を介した受光量信号から画像データを復元する機能、復元された画像データをパー
ソナルコンピュータ３に伝送する機能、ステージ駆動回路２０３を介してステージ部２２
の動きを制御する機能などを備えている。
【００２７】
　寝台２３のマット部２３１やこれを支える台部２３２は、近赤外域の光を通過させやす
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い材料により構成される。マット部２３１の上に横たえられた人体Ｍ内のカプセル内視鏡
１から出射された近赤外レーザ光は、人体Ｍ，マット２３１，台部２３２を順に通過して
ステージ部２２の方へと進む。この近赤外レーザ光の光路に光検出器２１が位置合わせさ
れていれば、制御部２０は、画像データを含む光信号を取得することができる。
【００２８】
　光検出器２１内の受光素子群ＰＤは２次元状に配列されている。信号処理回路２０２に
は、この受光素子群ＰＤ内の個々の素子からの受光量信号（電流信号）を電圧信号に変換
する回路と、変換後の受光量信号を増幅する回路と、増幅後の受光量信号をディジタル変
換する回路とが含まれる。
【００２９】
　制御部２００は、信号処理回路２０２から入力した各素子の受光量信号の強度をチェッ
クしながらステージ部２２の移動機構２２２を動かすと共に、適宜、支持テーブル２２１
を回転させて、光検出器２１が光信号を適切に受光できるように調整する。具体的には、
受光素子群ＰＤにおける受光量のピーク値があらかじめ定めた基準値以上となり、かつそ
のピークが受光素子群ＰＤの中心部に位置するように、ステージ部２２内の移動機構や回
転機構を制御する。この調整が終了すると、制御部２００はステージ部２２を停止して、
画像データの復号やパーソナルコンピュータ３への画像伝送を開始する。
【００３０】
　カプセル内視鏡１が移動すると、受光素子群ＰＤにおける受光量のピークの位置も移動
する。制御部２００は、この移動の方向や移動量に基づき、ステージ部２２を動かして、
受光量のピークが受光素子群ＰＤの中央部に位置する状態でステージ部２２を停止する。
また、受光量のピークの強度が弱まった場合には、制御部２００は、回転機構を動かして
ピークの強度が基準値以上になるように調整する。
　以下も、上記の処理を繰り返すことにより、カプセル内視鏡１の動きに光検出器２１を
追随させながら消化器官内の各所を撮影すると共に、各撮影により得た画像データをパー
ソナルコンピュータ３に伝送することが可能になる。
【００３１】
　また制御部２００は、毎回のステージ部２２の停止位置を示す情報（寝台２３の幅方向
における位置を示すＸ座標と長さ方向に沿う位置を示すＹ座標との組み合わせ）や回転角
度を取得し、復号した画像データにその位置情報や回転角度情報を添付してパーソナルコ
ンピュータ３に送信する。したがって、人体Ｍの撮像され得る範囲をマット部２３１のあ
らかじめ定められた範囲に位置合わせしておけば、各画像データに添付された位置情報や
回転角度情報によって、それぞれの画像に対応する撮影場所を推定することが可能になる
。
【００３２】
　パーソナルコンピュータ３では、制御部２００から送信された画像データによる画像を
モニタ３０に表示すると共に、ユーザ（検査員）による操作に応じた処理を実施する。た
とえば、画像中の所定の範囲を指定する操作に応じて、指定された範囲内の異常部位を検
出したり、その部位の大きさを計測したり、計測結果をモニタ３０に表示する。
【００３３】
　図２は、上記の検査システムで使用されるカプセル内視鏡１の内部構成を、図３はカプ
セル内視鏡１の電気的構成を、それぞれ示す。
　この実施例のカプセル内視鏡１は、透明樹脂製のカプセル１０を本体とする。このカプ
セル１０の内部の前方側（図２の左手側）には、撮像素子１１や照明用のＬＥＤ１２など
が搭載された第１の制御基板Ｓ１が配備され、その後方に電源基板ＳＤを挟んで一対のバ
ッテリ１４，１５が配備され、さらに後方に、第２の制御基板Ｓ２が配備されている。各
基板Ｓ１，Ｓ２，ＳＤは、いずれもカプセル１０の内部の空間に起立配置される。
【００３４】
　第１の制御基板Ｓ１の前面の中央位置には撮像素子１１が実装され、この撮像素子１１
の周囲を取り囲むようにレンズ鏡筒１３が取り付けられ、レンズ鏡筒１３の周囲に複数の
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照明用ＬＥＤ１２が配備される。制御基板Ｓ１の裏面には、図３に示す画像処理回路１６
やＬＥＤ駆動回路１７が実装される。
【００３５】
　第２の制御基板Ｓ２は、制御回路１８や投光回路１９が実装された面を背面側に向けて
配備される。さらに、この背面には近赤外レーザ光を発するレーザダイオードＬＤが収容
されたパッケージ部品１００が実装される。
【００３６】
　制御基板Ｓ２に搭載された制御回路１８は、ＬＥＤ駆動回路１７や画像処理回路１６に
電気接続されており、これらの回路１７，１６を介して照明用ＬＥＤ１２の発光動作や撮
像素子１１の撮像動作を制御する。
【００３７】
　画像処理回路１６には、撮像素子１１から出力された画像信号をディジタル変換するた
めのＡ／Ｄ変換回路が含まれている。制御回路１８は、このディジタル変換後の画像信号
を、ビットマップ形式またはＪＰＥＧなどの圧縮形式の信号として投光回路１９に出力す
る。投光回路１９が制御回路１８からの信号に基づいてレーザダイオードＬＤの発光動作
を制御することにより、レーザダイオードＬＤから画像データを含む光信号が送出される
。
【００３８】
　レーザダイオードＬＤを含むパッケージ部品１００の前面には、孔部（図示せず。）が
形成され、その孔部に光ファイバ１０１の一端部が挿入されている。光ファイバ１０１の
他端の端面は開放されており、その開放端面の近傍位置に重り１０２が取り付けられてい
る。また、カプセル１０内の基板Ｓ２の背後の空間には、粘性を有する液体１０５が充填
される。
【００３９】
　人体Ｍの内部に導入されたカプセル内視鏡１は、蠕動運動によって移動するため、様々
な姿勢をとる可能性があるが、この実施例では、カプセル１０の主軸が傾いても、重り１
０２の作用によって光ファイバ１０１の開放端面を地表側に向けることができる。また、
光ファイバ１０１の有する弾性係数や液体１０５の粘性による力を減衰力として、重り１
０２による外力が過剰な減衰や過剰な応答が生じることがない程度の力になるように、重
り１０２の重さを定めておけば、カプセル１０の姿勢の変化に対して光ファイバ１０１に
激しい振動や回転が生じたり、光ファイバ１０１の動きが鈍くなるのを防ぐことができる
。よって、光ファイバ１０１を緩やかに動かして、その開放端面から出射されて人体Ｍ等
を通過した近赤外レーザ光を、地表の方へと安定して進行させて、光検出器２１に入光さ
せることが可能になる。
【００４０】
　しかし、レーザダイオードＬＤから出たレーザ光は、光ファイバ１０１内に導かれて光
ファイバ１０１内を進行する間に減衰し、光ファイバ１０１から出た後も、カプセル１０
，人体Ｍの各種器官、マット部２３１、台部２３２などを通過する間に減衰する。人体Ｍ
への影響を考慮すると、レーザダイオードＬＤからの出射強度を強めることはできないた
め、光検出器２１に到達するレーザ光の強度はかなり弱いものとなる。
【００４１】
　したがって、検査に必要な画像データを復元するには、光検出器２１に入ったレーザ光
による信号を十分な強度にまで増幅する必要があるが、半導体アンプによる増幅処理での
増幅率を高めると、アンプが持つノイズ成分も強調されるため、レーザ光由来の信号がノ
イズ成分に埋もれてしまうおそれがある。
　また光検出器２１には、人体Ｍの表面での黒体放射による赤外線や周囲環境で生じた赤
外線などのノイズ光も入るので、これらのノイズ光が精度良く取り除かれた光を受光素子
群ＰＤに導く必要がある。
【００４２】
　上記２つの課題のうちノイズ光の除外に関しては、この実施例では、偏光フィルタＦ１
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およびバンドパスフィルタＦ２を含むフィルタリング手段によって、レーザダイオードＬ
Ｄからの光に位相および周波数帯域が適合する光に受光対象を絞り込む。レーザダイオー
ドＬＤから出る近赤外レーザ光は、周波数帯域が狭い範囲に集約され、位相が揃ったコヒ
ーレント光であるのに対し、ノイズ光は周波数が離散的で位相も揃わない非コヒーレント
光となる。上記によれば、偏光フィルタＦ１によって受光の対象がコヒーレント光に絞り
込まれ、さらにバンドパスフィルタＦ２によって、レーザダイオードＬＤに適合する周波
数帯域の光に受光の対象が絞り込まれるので、ノイズ成分を高い確度で除去することがで
きる。
【００４３】
　なお、図２に示したカプセル内視鏡１の構成によれば、人体Ｍ内におけるカプセル１０
の向きによっては、光ファイバ１０１から出射されるレーザ光の振動方向が偏光フィルタ
Ｆ１に適合しない可能性もあるが、その場合でも、光検出器２１を支持する回転テーブル
２２１を回転させることによって、レーザ光が偏光フィルタＦ１を通過する状態に調整す
ることができる。
【００４４】
　ノイズ除去後の光の強度を高めるために、この実施例では、受光素子群ＰＤを構成する
各受光素子として、自己増幅作用を有するアバランシェフォトダイオードを使用する。ア
バランシェフォトダイオードは、光電子を増やす機能を有するため、光信号そのものの強
度を高めることができる。よって、微弱な光信号を、ノイズを混入させることなく、大幅
に強度が高められた信号にすることができる。
【００４５】
　受光素子群ＰＤから出力された受光量信号は、図１（Ｂ）に示した信号処理回路２０２
において、電流・電圧変換の後に再度増幅され、その増幅の際にノイズ成分が重畳される
可能性があるが、各受光素子の自己増幅作用により増幅された分だけ増幅回路のゲインを
低くすることができるので、重畳されるノイズ成分が大きくなるのを防ぐことができる。
【００４６】
　このように、ノイズ光が精度良く取り除かれた光信号の強度を、ノイズ成分による影響
を受けにくい状態で高めるので、制御部２００には、十分な強度でＳ／Ｎ比の良い受光量
信号が入力される。
　よって、制御部２００では、元の画像データを精度良く復元することができる。また、
光を用いた伝送により、大容量のデータを高速で送信することが可能になるので、画像デ
ータの解像度を高めることができる。
【００４７】
　撮像素子におけるゲインや照明用ＬＥＤの発光色には個体差があるため、生成される画
像の色合いも個々の内視鏡によって異なる。生成された画像データをそのまま検査にもち
いると、計測や読影に誤りが生じるおそれがあるため、事前にキャリブレーションにより
画像の色合いを調整する必要がある。しかし、キャリブレーションによると、画像データ
のダイナミックレンジが狭められるので、一画素あたりのデータ容量が小さいと、画質が
ますます低下するという問題があった。
　上記実施例のカプセル内視鏡１によれば、大容量のデータを送信できる利点を生かして
１画素あたりのデータ容量が高められた画像データを生成することができるので、色合い
の調整後も高い画質を確保することができる。よって、鮮明で正確な色彩による画像デー
タを取得することが可能になる。
【００４８】
　さらに、光通信によって消費電力を抑えることができるので、バッテリを小型にするこ
とができる上に、無線通信型の従来のカプセル内視鏡に導入されていた発振器やアンテナ
コイルなどが不要になるので、カプセルを小型にし、コストを下げることができる。回路
構成が簡単になると、回路の信頼性を確保することも容易になり、部品点数の削減も相俟
ってコストを大幅に下げることが可能になる。また、消費電力が少なくなることから、長
時間の計測を実施することも可能になる。
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【００４９】
　なお、図２に示したカプセル内視鏡１では、レーザダイオードＬＤからの光を重り付き
の光ファイバ１０１を介して地表の方へと導くようにしたが、この場合の光ファイバ１０
１は１本に限らず、複数のファイバを束にし、その束の先端部分に重り１０２を取り付け
るようにしてもよい。または、重り付きの市販の光ファイバ１０１を導光管として使用す
る方法に代えて、一端部が他端部より重量が大きくなるように成型された専用の導光管を
導入してもよい。
　また、生体情報を示す光信号を発する手段はレーザダイオードに限らず、近赤外域の光
を発するＬＥＤを用いてもよい。また、受光素子群ＰＤを構成する各受光素子として、ア
バランシェダイオードに代えて。光電子倍増管を用いてもよい。
【００５０】
　先にも述べたように、この実施例では、毎回の撮像におけるステージ部２２のＸ，Ｙ座
標を取得することによって、撮影時のカプセル１０の位置を推定することができるが、さ
らに、受光素子群ＰＤにおける受光量のピークの強度や人体Ｍの平均的な光吸収特性など
から、高さ方向（Ｚ方向）におけるカプセル１０の位置を推定してもよい。
【００５１】
　一方、カプセル内視鏡１による撮影場所を特定する必要がないのであれば、光検出器２
１を移動可能に支持することなく、光信号を検出するための構成を図４に示すように変更
してもよい。
　図４に示す第２実施例では、寝台２３の台部２３２の下方に、移動機構を持たないテー
ブル２４が配備され、その支持面２４１上に反射鏡２５が固定されている。光検出器２１
は、この反射鏡２５と台部２３２との間の空間に、図示しない支持部材によって回転可能
に支持される。
【００５２】
　カプセル内視鏡１，制御装置２０，寝台２，パーソナルコンピュータ３の構成は、図１
～図３に示した第１実施例と同様であるので、説明は省略する。
　反射鏡２５は、人体Ｍの撮影対象範囲に対応する大きさを持ち、周縁に向かうほど上方
に反るように湾曲した反射面を有する。反射面の各所に照射された光は、反射面の中心部
の上方に集光する。光検出器２１は、この集光した光を入射可能な位置に、図１（Ａ）の
例とは上下を逆転させた状態で固定支持される。すなわち、集光した光を受ける高さ位置
に偏光フィルタＦ１が配置され、その上方にバンドパスフィルタＦ２を挟んで受光素子群
ＰＤが配置される。
　なお、この実施例では、受光素子群ＰＤにおける受光量のピークの位置を検出する必要
がないため、光検出器２１は第１の実施例より小型に形成される。また図示していないが
、カプセル内視鏡１からのレーザ光が光検出器２１の上面から受光素子群ＰＤに入るのを
防ぐために、受光素子群ＰＤの上方に遮光フィルタが設けられる。
【００５３】
　上記構成において、人体Ｍに導入されたカプセル内視鏡１は蠕動運動によって移動しな
がら各所で撮影を行い、生成された画像データを含む近赤外レーザ光を出射する。反射鏡
２５では、人体Ｍや寝台２３のマット部２３１および台部２３２を通過した近赤外レーザ
光を、光検出器２１に向かう方向に反射させる。反射した近赤外レーザ光は、偏光フィル
タＦ１およびバンドパスフィルタＦ２を順に通過して受光素子群ＰＤに導かれ、以下、第
１の実施例と同様の方法で受光量信号が処理されて、元の画像データが復号される。なお
、人体Ｍ内におけるカプセル１０の向きによっては、カプセル１０からのレーザ光の振動
方向が偏光フィルタＦ１に適合しない可能性があるが、その場合にも、図示しない回転機
構により光検出器２１を回転させることによって、レーザ光が偏光フィルタＦ１を通過す
る状態になるように調整することができる。
【００５４】
　上記２つの実施例では、蠕動運動によって人体Ｍ内を移動するタイプのカプセル内視鏡
１を示したが、これに限らず、体外から磁気信号などを受けて自走する機能を有するカプ



(10) JP 6202872 B2 2017.9.27

10

20

30

セル内視鏡１を導入することもできる。自走式のカプセル内視鏡１の場合には、レーザ光
の光路が地表に向かう状態になるように姿勢をコントロールすることができるので、図２
に示した重り付きの光ファイバ１０１は不要になり、画像データを表す光信号をより安定
して受信することが可能になる。また、体内のカプセル内視鏡１を回転させることによっ
て、カプセルからのレーザ光の振動方向を偏光フィルタＦ１に適合させることができるの
で、光検出器２１を回転させるための機構も不要になり、処理装置２の構成を簡易にする
ことができる。
【００５５】
　一方、移動式のカプセル内視鏡１に代えて、人体Ｍの所定箇所に埋め込まれて、特定の
場所の画像情報を光信号により送り続けるタイプの検出装置を導入することもできる。光
通信による検出装置は、消費電力を抑えて小型にすることができるので、人体Ｍへの負担
を軽減することができ、また長寿命化を実現できる可能性もある。よって、手術後の経過
を観察するなどの目的に適した検出装置を提供することができる。人体Ｍ内に固定される
タイプの検出装置では、レーザ光の出射の位置や方向が大きく変動することがないので、
パッケージ部品１００の開口部から出た光を直接または重りのない光ファイバ１０１を介
して送出すればよい。体外でも、レーザ光の進行方向に合わせて光検出器２１を配置する
ことにより、レーザ光を安定して受光することができる。
　また、生体情報を検出する手段は撮像素子に限らず、血糖値センサや血流センサなどを
採用することも可能である。
【符号の説明】
【００５６】
　１　　カプセル内視鏡
　２　　処理装置
　２０　制御装置
　２１　光検出器
　２２　ステージ部
　２３　寝台
　１０　カプセル
　１１　撮像素子
　１６　画像処理回路
　１８　制御回路
　１９　投光回路
　１００　パッケージ部品
　１０１　光ファイバ
　１０２　重り
　ＬＤ　レーザダイオード
　ＰＤ　受光素子群
　Ｍ　　人体
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